
  
 

 

聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
表 

○
聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
案
（
抄
） 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
基
本
方
針
） 

第
七
条 

総
務
大
臣
は
、
聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
に
関

す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
章
第
一
節
に
お
い
て
「
基
本
方

針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
の
意
義
に
関
す
る
事
項 

二 

聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用
の
円
滑
化
の
た
め
の
施
策
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項 

三 

電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
の
実
施
方
法
及
び
電
話
リ
レ
ー
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
に
係
る
料
金
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
電
話
リ
レ
ー
サ
ー
ビ
ス

提
供
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
聴
覚
障
害
者
等
に
よ
る
電
話
の
利
用

の
円
滑
化
に
関
す
る
重
要
事
項 

３ 

総
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
聴

覚
障
害
者
等
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
二
項
の
規
定
は
、
基
本
方
針
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
基
本
方
針
） 

第
七
条 

［
同
上
］ 

  

２ 

［
同
上
］ 

        

３ 

総
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
４ 
［
同
上
］ 

 

５ 

［
同
上
］ 

 
 


